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早島町ふれあいの森公園遊具更新工事プロポーザル実施要綱 

 

１ 目的 

早島町が管理するふれあいの森公園トリムコース内の遊具「野こえ山こえ」は、設置から 30

年以上が経過しており、部材の腐食等の老朽化が進むとともに、設置当初よりも厳しくなった

安全基準により危険遊具に該当するため撤去する。そして、安全基準を満たすとともに、子ど

もたちの好奇心を刺激し、利用者が何度も訪れたくなるような新たな遊具を設置する。 

なお、事業者の選定にあたっては、限られた事業費を最大限に有効活用し、公園利用者に喜

ばれる遊具を設置するため、「公募型プロポーザル方式」により選定するものとする。 

 

２ 工事概要 

(1) 名称  

早島町ふれあいの森公園遊具更新工事 

(2) 発注方式  

本工事は、提案を受けた上で、遊具の実施設計及び施工、既存遊具の撤去工事を一括し

て発注する設計・施工一括発注方式の工事である。  

(3) 概要  

別紙「早島町ふれあいの森公園遊具更新工事仕様書」へ記載のとおり。  

(4) 履行期間 

契約日から令和 6年 3月 29 日まで 

(5) 設置箇所  

早島町ふれあいの森公園（岡山県都窪郡早島町矢尾 1049 番地） 

(6) 契約上限額  

7,900,000 円以内（取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  

３ 応募資格 

プロポーザルに参加する事業者は、資格要件を満たすものとする。  

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項（同施行令第167条の11第1

項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。  

(2) 早島町入札参加資格者指名停止の措置基準（平成17年庁達第2号）による指名停止期間

中でないこと。  

(3) 早島町建設工事等暴力団排除対策措置要綱（平成17年要綱第2号）に該当しないこと。 

 

４ 契約保証金 

早島町は、契約額が 500 万円以上となる場合、事業者から契約保証金を徴する。 
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（1）契約保証金額 

提案額の 10％に相当する額。なお、算出額に 1,000 円未満の端数が生じる場合は、切

り上げるものとする。 

    例：提案額 500 万円の場合、契約保証金額は 50 万円 

（2）減免 

     銀行保証又は履行保証保険等の確実な担保が早島町に提出されたときは、契約保証金

を免除する。遊具設置工事その他類似業務の実績を有することをもって契約保証金を免

除することはないので注意のこと。 

 

５ 工事スケジュール（予定） 

工事のスケジュールは、以下のとおり。 

(1)  公募参加表明期限 9月29日 

(2)  質問書提出期限 9月29日 

(3)  質問に対する回答日 10月 6日まで 

(4)  提案書提出期限 10月16日 

(5)  プロポーザル審査委員会 10月下旬 

(6)  工事実施候補者の発表 10月下旬 

(7)  工事実施候補者と工事の詳細について協議 11月上旬 

(8)  工事実施候補者と契約締結 11月中旬 

(9)  準備工（遊具製作等） 11月中旬 ～ 2月下旬 

(10)  遊具撤去・設置工事 2月下旬 ～ 3月29日 

 

６ 配布資料 

(1)  早島町ふれあいの森公園遊具更新工事プロポーザル実施要綱 

(2)  早島町ふれあいの森公園遊具更新工事仕様書 

(3)  公園平面図及びトリムコース設置遊具写真 

(4)  既存遊具「野こえ山こえ」構造図 

(5)  早島町ふれあいの森公園遊具更新工事選定基準書（兼配点表） 

(6)  公募参加表明書兼誓約書（様式 1） 

(7)  提案申請書（様式 2） 

(8)  早島町ふれあいの森公園遊具更新工事見積書（様式 3） 

(9)  早島町ふれあいの森公園遊具更新工事に関する質問・回答書（様式 4） 

(10) 選定委員会委員名簿 

 

７ 公募参加表明 

(1) 提出期限 

      令和 5年 9月 29 日(金) 午後 5時まで 
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  (2) 提出方法 

      様式 1へ記載のうえ、メールで早島町建設農林課まで提出し、到着を電話にて確認

のこと。 

  (3) 宛先 

      早島町建設農林課（kensetu@town.hayashima.lg.jp） 

               TEL：086-482-0614 

 

８ 質問 

   質問については早島町ふれあいの森公園遊具更新工事に関する質問・回答書（様式 3）

により下記のとおり受け付ける。 

  (1) 提出期限 

      令和 5年 9月 29 日(金)午後 5時まで 

  (2) 提出方法 

      様式 3へ記載のうえ、メールで早島町建設農林課まで提出し、到着を電話にて確認

のこと。なお、電話又は口頭による質問には応じない。 

  (3) 宛先 

      早島町建設農林課（kensetu@town.hayashima.lg.jp） 

               TEL：086-482-0614 

  (4) 回答 

      令和5年10月6日(金)までに、全ての公募の参加表明者にメールで回答する。ただし、

本工事に直接関係ないもの、明らかに回答することが不適切と認められる質問に対し

ては、回答を行わない。 

 

９ 提案書類等 

 (1) 提出期限 

      令和 5年 10 月 16 日(月) 午後 5時まで（持参の場合、土・日曜日及び祝日を除く。） 

(2) 提出書類 

     ① 提案申請書(様式 2) 

     ② カタログまたはイメージ図（A3横サイズ・1枚まで）  

※会社名等が判別できる表現、ロゴ等は一切記載しないこと 

   ※所有者の許可があれば、別公園等の既設遊具の写真も可とする 

     ③ 図面（製作図、設置施工図等） 

       ※遊具の安全領域も記載すること 

④ 見積書 

  ※必須項目：既設遊具撤去処分費、製品価格、組立・据付費、基礎工事費、 

安全管理費、案内図更新費（必要な場合） 

(3) 提出方法 

      提案書類は、データを PDF 化のうえ、メール又は CD-R、USB メモリ等により早島町
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建設農林課窓口へ持参または郵送で提出し、持参以外の場合到着を電話にて確認する

こと。 

なお、提案書類をメールで提出する場合、データ容量が 10ＭＢを超えたときは、

大容量ファイル送信サービス（指定なし）を利用すること。 

  (4) 宛先 

・メール：kensetu@town.hayashima.lg.jp 

・郵 送：〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟 360 番地 1 

           早島町建設農林課宛て 

      ・TEL ：086-482-0614 

 (5) 注意事項 

提出書類に不備のある場合、提案書を受理しない。 

また、提案内容に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

 

１０ 選考方法 

    選定委員会での提出書類の審査により選考し、候補者を決定する。 

 

１１ 選定結果の公表 

   投票結果を付して、令和 5年 10 月下旬（予定）に文書で全ての提案書を提出した者（以

下、「提案者」という。）にメールで通知する。 

 

１２ 契約締結 

候補者決定後、候補者と遊具設置の詳細について協議を行い、合意に至った場合、契

約を締結する。候補者と合意に至らなかった場合、次点の提案者と協議を行う。 

 

１３ その他注意事項 

（1） 重複提案等の禁止 

一つの団体等が複数の提案をすることはできない。 

（2） 関係者との接触の禁止 

  提案者は、選定委員及び関係町職員と本工事についての不当な接触（正当な手続き

での接触は可。）を禁じる。不当な接触の事実が認められた場合には失格とすることが

ある。 

（3） 提案に関する費用負担 

提案にかかる費用は、全て提案者の負担とする。 

（4） 提案書の取扱 

① 返還及び提案書の内容変更 

早島町が受理した提案書は、理由の如何に関わらず返却しない。また明らかな間違

い、軽微な修正を除き、内容変更は認めない。 
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② 著作権 

提案書の著作権は、当該提案者に帰属する。ただし、早島町は選定結果の公表等に必

要な場合には、提案書の内容を使用できるものとする。 

(5) 参加辞退 

      参加表明者が提案を辞退するときは、必ず、窓口に辞退届（任意様式）を提出するこ

と。 

 

１４ 窓口 

  〒701-0303  岡山県都窪郡早島町前潟３６０番地１ 

          早島町建設農林課 

           TEL  ：086-482-0614 

 FAX  ：086-482-0652 

           メール：kensetu@town.hayashima.lg.jp 


